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高校入学から大学卒業までに必要な教育費用は、子ども1人あたり約942万円

　お子さま1人あたりにかかる教育費用は、高校3
年間で約261万円となっています。
　大学へ入学した場合は、入学費用と4年間の在学
費用約680万円が加わり、合計は約942万円にも
なります。特に、入学時は入学金などが必要になる
ため、1年間の教育費の額が大きくなり、家計にお
ける負担は大きいといえます。
（注）�教育費は、受験費用、学校納付金、授業料、通学費、教材費、

学習塾の月謝などの合計です。

「国の教育ローン」でお子さまの入学・在学資金を必要とする皆さまを支援しています

　教育に関する家庭の経済的負担の軽減と教育の機会均等を図るため、入学時、在学時に必要な資金をお使いみちと�
した「国の教育ローン」（教育資金貸付）を取り扱っています。令和3年度のご利用件数は約9万件となりました。

　「国の教育ローン」において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた皆さまを対象とした特例措置を行っています。

　｢国の教育ローン｣は、教育費負担が大きい大学生や専�
門学校生をお持ちのご家庭を中心にご利用いただいてい�
ます。

◦「国の教育ローン」は毎年多くの方々が利用

◦新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置

◦教育費負担が大きい学生をお持ちのご家庭に融資

融資制度の概要

ご利用いただける方 ご融資の対象となる学校に入学・在学される方の保護者（主に生計を維持されている方）で、世帯年収
（所得）が一定の要件を満たす方

融資限度額 
お子さま1人につき350万円
（注）�1.��自宅外通学、修業年限5年以上の大学（昼間部）、大学院、海外留学のいずれかの資金として利用する場合は450万円
� 2.�融資限度額内で重複してご利用いただけます。

ご返済期間 18年以内
お使いみち 入学金、授業料、受験料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など

特例制度の概要
ご利用いただける方 新型コロナウイルス感染症による影響を受けて世帯収入（所得）が減少している方

世帯年収（所得）
上限額の緩和

特例措置の内容 （参考）通常のご利用条件
お子さまの人数が1人または2人である世帯の
世帯年収（所得）上限額の引き上げ

お子さまの人数 世帯年収（所得）の上限額
1人 990（790）万円2人
3人 990（790）万円

お子さまの人数に応じた、世帯年収（所得）の上限額

お子さまの人数 世帯年収（所得）の上限額
1人 790（600）万円
2人 890（690）万円
3人 990（790）万円

進学先別融資件数構成比（令和3年度　教育一般貸付（直接扱））
高専、大学院、その他　
6.5%
（145万円）

外国の大学等　
1.3%
（240万円）

専修学校　
27.1%
（147万円）

高校　
11.9%
（106万円）

大学　
49.3%
（155万円）

短大　
3.8%
（143万円）

（注）（　）内は1件あたりの
　　平均融資額です。

進学先別融資件数構成比（平成28年度　教育一般貸付（直接扱））

高専、その他　
6.1%
（137万円）

外国の大学等　
1.2%
（234万円）

専修学校　
26.4%
（147万円）

高校　
11.8%
（104万円）

大学　
49.2%
（150万円）

短大　
5.3%
（141万円）（注）（　）内は1件あたりの平均融資額です。 大学卒業までにかかる費用（子ども1人あたりにかかる費用の年間平均額の累計）

（資料）日本公庫「教育費負担の実態調査結果」（令和3年度）
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教育ローンによる支援

　恩給や共済年金などを担保とする融資は、「株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律」（昭和29年法律第
91号）に基づき、日本公庫（沖縄県にあっては沖縄振興開発金融公庫）だけが取り扱う制度です。住宅などの資金や事業資金に
幅広くご利用いただけます。
　なお、軍人恩給及び援護年金等を除いて、令和2年の年金制度の法律改正により令和4年3月末で申込受付を終了しました。

恩給や共済年金などを担保としてご融資しています
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